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相続登記の申請方法

チェックリスト（相続登記）

□ 登記申請先

→不動産の所在地を管轄する法務局

→参考サイト（法務局・管轄のご案内）

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

□ 誰が

→相続人等

□ 登記申請書の作成

→参考サイト（法務省・申請書の様式 記載例）

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1254.pdf

□ 収入印紙

□ 登録免許税納付用台紙

□ 添付書類

□ 登記原因証明情報

□ 相続関係説明図

□ 戸籍謄本等

□ 遺産分割協議書（印鑑証明書付き）

□ 遺言書

□ その他の証明書類

□ 住民票

→住所地の市役所等

□ 固定資産評価証明書

→不動産所在地の市区町村役場（東京２３区は都税事務所）等

□ 委任状

→代理人によって申請する場合

□ 原本還付

□ 登記申請


